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「厚生労働省」は、東京の霞ヶ関にあり、

『本省』といいます。

「和歌山労働局」は厚生労働省の『地方機

関』といい、全国に４７か所あるうちの１つで

す。（ 『本省』を【本店】、『地方機関』を

【支店】と言い換えれば、イメージが付きやす

いでしょうか？）

なお、厚生労働省の職員も、和歌山労働局の

職員も、同じ試験に合格した国家公務員です。



労 働 局 の 役 割
労働局は、国民の皆さまの『働く』ということに関連する様々な行政分野について、総合的・一元的

に、地域に密着した行政を担う厚生労働省の地方機関です。

和歌山労働局の職員は、「労働分野の専門家集団」として、

・職業安定行政：求職者と求人者を結びつける職業相談・職業紹介、また、労働者が失業した場合等に

失業等給付の支給など、

・人材開発行政：各々に適した仕事に就けるよう、スキル向上・キャリア開発に向けた支援など、

・労働基準行政：労働条件の向上、労働者の安全と健康の確保等、また、労働者が仕事中・通勤中に負

傷等した場合に労災保険給付の支給など、

・雇用環境・均等行政：働き方改革の推進、労働者と事業主との間の紛争解決のサポート、様々なハラ

スメント対策の推進、女性の活躍促進など、

を行っています。

職業安定行政

雇用環境・均等行政

労働基準行政

人材開発行政

４つの行政が一体となって、国民の皆さまの『働く』を

総合的に支援しています。

皆さん、和歌山県における最低賃金はいくらかわかりま

すか？和歌山県の最低賃金は、労働局で開催する審議会で

審議して決定されます。最近では、新型コロナウイルスが

大流行しましたよね？雇用維持のために、労働局で助成金

を支給するなどで、企業の援助を行っていました。

今後も、社会情勢、ニーズなどに応じて様々な業務が生

じると思いますが、その分、『労働分野の専門家（プ

ロフェッショナル）』として、活躍できる機会がとて

も大きな仕事です！！
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労働基準監督署の設置状況（５署）
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ハローワークの設置状況（７所＋１出張所）



厚生労働事務官は、主としてハローワーク（公共職業安定所）で勤務する厚生労働
事務官【共通（安定）】と、主として労働基準監督署で勤務する厚生労働事務官【基
準】に分かれます。

（※）国家公務員採用一般職試験に合格後、採用面接の際に、どちらの系統を希望するか、皆さんに選んでいただきます。

業務内容（厚生労働事務官）について

厚生労働事務官【共通（安定）】の主な業務

①職業相談・職業紹介業務

お仕事を探している方（求職者）に、職業相談を通じて就職に関

する情報を提供し、求職者がその適正、能力にあった職業を選択す

ることができるよう、助言・援助などを行います。

②雇用保険制度の運営

労働者が失業した場合等に一定期間生活を保障する手当を支給し

たり、育児・介護のために休業された方への給付などを行います。

③ハロートレーニングの運営

働こうとする方、働く方すべてを対象に、キャリアアップや職業

スキルの習得のための職業訓練を基本的に無料で行います。

厚生労働事務官【基準】の主な業務

・労災保険業務

労災保険では、お仕事中や通勤途上の負傷など、労働災害に遭わ

れた労働者や、お亡くなりになった労働者のご遺族の方などに、労

災保険給付を行っています。

迅速・公正な保険給付を目的としており、保険給付等に関する相

談をはじめ、保険給付請求書の受付・審査、決定までの事務を行っ

ています。

近年においては、仕事が原因での精神疾患による保険請求、長時

間労働による過労死等の保険請求が増えており、労災認定にあたっ

て、より専門性の高い判断が求められています。

【共通（安定）】と【基準】のどちらも行うことがある業務

①総務、会計、人事などの庶務・管理業務 ②労働保険の適用徴収業務

③労働局における企画・立案業務

④働き方改革の推進、労働者と事業主との間の紛争解決のサポート、様々なハラスメント対策の推進、

女性の活躍促進、ワーク・ライフ・バランスの推進などの啓発指導などの業務



【共通（安定）】と【基準】のキャリアパスについて
人事異動は、概ね１年～３年の間隔で、

本人の希望を考慮の上で実施されます。原

則、和歌山労働局内で異動し、本人が希望

する場合を除き、他府県への異動はありま

せん。

厚生労働事務官【共通（安定）】は、ハ

ローワークや労働局職業安定部において、

職業相談・職業紹介、雇用保険業務等を担

当します。また、雇用環境・均等室に配属

され、働き方改革の推進や、女性の活躍促

進に関する業務を担当します。

最終的には、幹部職員として、ハロー

ワークや労働局の運営に携わっていただき

ます。

厚生労働事務官【基準】は、労働基準監

督署や労働局において、労災保険給付を行

うための審査、調査や、労働保険の適用・

徴収等を担当します。また、雇用環境・均

等室に配属され、働き方改革の推進や、女

性の活躍促進に関する業務を担当します。

最終的には、幹部職員として、労働基準

監督署や労働局の運営に携わっていただき

ます。



厚生労働事務官【共通（安定）】の主な業務について
ハローワークでの業務

①職業相談・職業紹介業務

お仕事を探している方（求職者）に対して仕事選

択の助言・援助を行います。また、早期就職実現の

ための求職者向けセミナーなど、様々な企画・立案

も行います。お子様連れの方も職業相談しやすいよ

う、キッズコーナーやベビーチェアを設置し、絵本

やおもちゃなども置いています。

②雇用保険業務

事業場で労働者を採用した場合や労働者が退職し

た場合、雇用保険の加入・喪失手続きが必要となり

ますが、事業場の担当者が提出する書類の審査を行

います。また、失業等された方が雇用保険（失業保

険）を受ける要件を満たしているかなど確認し、給

付決定、支給する業務を行います。

③求人業務

労働者を募集したい事業場からの求人の申込を受

け付け、その求人内容が労働基準法などの法令に違

反していないかどうか点検し、違反が確認できた場

合は事業主に指導を行います。求人を出してもなか

なか労働者が集まらないという場合には、求人条件

の緩和や、求人票の記載内容が魅力的となるよう助

言を行います。

【窓口対応】
求職者や事業主の方に、なるべくわか

りやすい言葉で丁寧に説明をします。

【求人情報の検索】
希望の条件などを入力して求人情報を

検索します。お子様連れの方にも安心！

【ポスターなどの掲示】
事業所をより知ってもらえるよう、事業所情報を詳しく紹介した

り、キャリアアップのためのお役立ち情報などをご案内しています。



厚生労働事務官【基準】の主な業務について
労働基準監督署での労災保険業務

①受付審査

労働基準監督署の窓口や郵送で届いた保険給付請求書を審査

します。請求書の内容に不備や疑義がある場合には、直接、窓

口や電話で内容を確認します。

②聴取

労働災害の発生状況等について確認が必要な場合、労働者本

人や事業場の方などから電話や面談で事実確認を行います。

③医学調査

労働災害と負傷、疾病との因果関係の確認が必要な場合、主

治医に対して医学意見を求めます。さらに詳しい調査が必要な

場合は、専門医と面談し、ＣＴやレントゲン画像を確認しなが

ら、医学意見を求めます。

労働保険の適用・徴収業務

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

保険者である国が労災保険と雇用保険の給付を適切に行うこ

とができるよう、事業場から保険料を徴収しています。

労働保険は、労働者のセーフティネットであり、保険制度の

健全な運営と、費用負担の公平性の確保が求められます。

①年度更新

労働保険に加入しているすべての事業場は、毎年６月１日～

７月10日までの間に労働保険の更新手続きが必要となります。

労働局と労働基準監督署では、労働保険料申告書の審査など

を行います。

②算定基礎調査

提出された申告書の内容が適正であるかどうか、事業場の帳

簿類と照合して確認します。

③徴収業務

納付期限までに労働保険料の納付がなされていない事業場に

対し、納入督励を行います。

【年度更新申告書】
事業主の方に納めていただく労働保険料に間違

いがないか確認します。電卓はともだちです！

【(左図)窓口対応、(右図)レントゲン写真の確認（労災補償業務）】
お怪我をされた労働者の方は、不安なお気持ちで労働基準監督署にいらっしゃることも

多々あります。お気持ちに寄り添いながら、窓口ではできるだけ丁寧な説明を心がけます。
労災補償業務では、後遺障害の認定などのため、レントゲン写真やＣＴなどを病院からお

借りして確認をすることもあります。ちょっとお医者さんぽいかも！？
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